
                                                        

議案第 ８２ 号  
 

令和２年度流山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）  
 

令和２年度流山市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。  
 （歳入歳出予算の補正）  
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１，９４９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１４，１７５，７７３千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､「第１

表 歳入歳出予算補正」による。  
 
 
  令和２年９月３日提出  
                                  流山市長  井 崎 義 治  
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歳  入 （単位　千円）

補正前の額 補正額 計

 5 県 支 出 金 9,443,783 16,500 9,460,283 

 1 県 補 助 金 9,443,783 16,500 9,460,283 

 7 繰 入 金 1,436,674 △ 9,972 1,426,702 

 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,326,674 △ 9,972 1,316,702 

 8 繰 越 金 1 25,421 25,422 

 1 繰 越 金 1 25,421 25,422 

補正されなかった款項に係る額 3,263,366 0 3,263,366 

 　　　　　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 14,143,824 31,949 14,175,773 

第 １ 表　 歳入歳出予算補正

款 項
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歳  出 （単位　千円）

補正前の額 補正額 計

 1 総 務 費 279,089 28 279,117 

 1 総 務 管 理 費 246,179 28 246,207 

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 4,314,818 15,082 4,329,900 

 1 医 療 給 付 費 分 2,917,709 △ 11,962 2,905,747 

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 1,040,691 42,613 1,083,304 

 3 介 護 納 付 金 分 356,418 △ 15,569 340,849 

 5 保 健 事 業 費 198,685 △ 6,000 192,685 

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 143,809 △ 6,000 137,809 

 7 諸 支 出 金 25,401 22,839 48,240 

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 25,401 22,839 48,240 

補正されなかった款項に係る額 9,325,831 0 9,325,831 

 　　　　　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 14,143,824 31,949 14,175,773 

款 項
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令和２年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算（第２号）事項別明細書
１  歳  入

(款)  5 県支出金 (項)  1 県補助金 （単位　千円）

金　　額

1 保険給付費等交付 16,500  2 特別交付金 16,500  ･ 特別交付金追加 〔 保険年金課 〕 16,500

金 ( 9,443,783 )

( 9,460,283 )

16,500

項　計 ( 9,443,783 )

( 9,460,283 )

16,500

款　計 ( 9,443,783 )

( 9,460,283 )

(款)  7 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 △9,972  3 職員給与費等繰入金 28  ･ 職員給与費等繰入金追加 〔 保険年金課 〕 28

( 1,326,674 )

( 1,316,702 )

 6 その他一般会計繰入金 △10,000  ･ その他一般会計繰入金更正減 〔 保険年金課 〕 △10,000

△9,972

項　計 ( 1,326,674 )

( 1,316,702 )

△9,972

款　計 ( 1,436,674 )

( 1,426,702 )

(款)  8 繰越金 (項)  1 繰越金

1 その他繰越金 25,421  1 その他繰越金 25,421  ･ 前年度繰越金追加 〔 保険年金課 〕 25,421

( 1 )

( 25,422 )

説　　　　　　　　　明
補　正　額

(補正前の額)
(　　計　　)

目
節

区　　　分
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(款)  8 繰越金 (項)  1 繰越金 （単位　千円）

金　　額

25,421

項　計 ( 1 )

( 25,422 )

25,421

款　計 ( 1 )

( 25,422 )

31,949

歳入合計 ( 14,143,824 )

( 14,175,773 )

目
補　正　額

(補正前の額)
(　　計　　)

節
説　　　　　　　　　明

区　　　分
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２  歳  出

（款）  1 総務費 （項）  1 総務管理費 （単位　千円）

 2 連合会負 28 28 18 負担金、補 28

担金 ( 3,672 ) 繰入金 助及び交付

( 3,700 ) 28 金

28  1 国保連合会等に要する経費 28

28 (1) 国保連合会負担事業 〔 保険年金課 〕 28

負担金、補助及び交付金追加 ( 28 )

  負担金追加 28

  ・千葉県国保団体連合会負担金追加 28

28 28

  項  計 ( 246,179 )

( 246,207 )

28 28

  款  計 ( 279,089 )

( 279,117 )

補   正   額   の   財   源   内   訳 節

特      定      財      源 一　　般
金   額区　分

説          明目
補 正 額

(補正前の額)
(    計    ) 国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源
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（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  1 医療給付費分 （単位　千円）

 1 一般被保 △11,961 △11,961 18 負担金、補 △11,961

険者医療 ( 2,914,561 ) 繰越金 助及び交付

給付費分 ( 2,902,600 ) △11,961 金

△11,961  1 医療給付費分事業費納付金に要する

経費 △11,961

△11,961 (1) 一般被保険者医療給付費分事業費

納付金事業 〔 保険年金課 〕 △11,961

負担金、補助及び交付金更正減 ( △11,961 )

  交付金更正減 △11,961

  ・一般被保険者医療給付費分事業費納付金更正減 △11,961

 2 退職被保 △1 △1 18 負担金、補 △1

険者等医 ( 3,148 ) 繰越金 助及び交付

療給付費 ( 3,147 ) △1 金

分 △1  1 医療給付費分事業費納付金に要する

経費 △1

△1 (1) 退職被保険者等医療給付費分事業

費納付金事業 〔 保険年金課 〕 △1

負担金、補助及び交付金更正減 ( △1 )

  交付金更正減 △1

  ・退職被保険者等医療給付費分事業費納付金更正

    減 △1

説          明特      定      財      源 一　　般
区　分 金   額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

目
補 正 額

(補正前の額)
(    計    )

補   正   額   の   財   源   内   訳 節
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（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  1 医療給付費分 （単位　千円）

△11,962 △11,962

  項  計 ( 2,917,709 )

( 2,905,747 )

（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  2 後期高齢者支援金等分

 1 一般被保 42,614 42,614 18 負担金、補 42,614

険者後期 ( 1,040,542 ) 繰越金 助及び交付

高齢者支 ( 1,083,156 ) 42,614 金

援金等分 42,614  1 後期高齢者支援金等分事業費納付金

に要する経費 42,614

42,614 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等

分事業費納付金事業 〔 保険年金課 〕 42,614

負担金、補助及び交付金追加 ( 42,614 )

  交付金追加 42,614

  ・一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付

    金追加 42,614

 2 退職被保 △1 △1 18 負担金、補 △1

険者等後 ( 149 ) 繰越金 助及び交付

期高齢者 ( 148 ) △1 金

支援金等 △1  1 後期高齢者支援金等分事業費納付金

分 に要する経費 △1

△1 (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金

等分事業費納付金事業 〔 保険年金課 〕 △1

負担金、補助及び交付金更正減 ( △1 )

  交付金更正減 △1

地　方　債 そ　の　他 財　　源

目
補 正 額

(補正前の額)
(    計    )

補   正   額   の   財   源   内   訳 節

説          明特      定      財      源 一　　般
区　分 金   額

国県支出金
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（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  2 後期高齢者支援金等分 （単位　千円）

 2 退職被保   ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納

険者等後     付金更正減 △1

期高齢者

支援金等

分

42,613 42,613

  項  計 ( 1,040,691 )

( 1,083,304 )

（款）  3 国民健康保険事業費納付金 （項）  3 介護納付金分

 1 介護納付 △15,569 △15,569 18 負担金、補 △15,569

金分 ( 356,418 ) 繰越金 助及び交付

( 340,849 ) △15,569 金

△15,569  1 介護納付金分事業費納付金に要する

経費 △15,569

△15,569 (1) 介護納付金分事業費納付金事業 〔 保険年金課 〕 △15,569

負担金、補助及び交付金更正減 ( △15,569 )

  交付金更正減 △15,569

  ・介護納付金分事業費納付金更正減 △15,569

△15,569 △15,569

  項  計 ( 356,418 )

( 340,849 )

15,082 15,082

  款  計 ( 4,314,818 )

( 4,329,900 )

節

説          明特      定      財      源 一　　般
区　分 金   額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

目
補 正 額

(補正前の額)
(    計    )

補   正   額   の   財   源   内   訳
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（款）  5 保健事業費 （項）  1 特定健康診査等事業費 （単位　千円）

 1 特定健康 △6,000 △6,000 12 委託料 △6,000

診査等事 ( 143,809 ) 県支出金

業費 ( 137,809 ) △6,000

△6,000  1 特定健康診査等事業に要する経費 △6,000

△6,000 (51)特定健康診査等事業 〔 健康増進課 〕 △6,000

委託料更正減 ( △6,000 )

  諸委託料更正減 △6,000

  ・特定健康診査受診勧奨業務委託料更正減 △6,000

△6,000 △6,000

  項  計 ( 143,809 )

( 137,809 )

△6,000 △6,000

  款  計 ( 198,685 )

( 192,685 )

地　方　債 そ　の　他 財　　源

目
補 正 額

(補正前の額)
(    計    )

補   正   額   の   財   源   内   訳 節

説          明特      定      財      源 一　　般
区　分 金   額

国県支出金
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（款）  7 諸支出金 （項）  1 償還金及び還付加算金 （単位　千円）

 1 一般被保 22,500 22,500 22 償還金、利 22,500

険者保険 ( 24,000 ) 県支出金 子及び割引

料還付金 ( 46,500 ) 22,500 料

22,500  1 保険料還付金に要する経費 22,500

22,500 (1) 一般被保険者保険料還付事業 〔 保険年金課 〕 22,500

償還金、利子及び割引料追加 ( 22,500 )

  ・一般被保険者保険料還付金追加 22,500

 5 その他償 339 339 22 償還金、利 339

還金 ( 1 ) 繰越金 子及び割引

( 340 ) 339 料

339  1 その他償還事業に要する経費 339

339 (1) その他償還事業 〔 保険年金課 〕 339

償還金、利子及び割引料追加 ( 339 )

  ・その他精算還付金追加 339

22,839 22,500 339

  項  計 ( 25,401 )

( 48,240 )

22,839 22,500 339

  款  計 ( 25,401 )

( 48,240 )

31,949 16,500 15,449

 歳出合計 ( 14,143,824 )

( 14,175,773 )

節

説          明特      定      財      源 一　　般
区　分 金   額

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 財　　源

目
補 正 額

(補正前の額)
(    計    )

補   正   額   の   財   源   内   訳
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